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命令を行うことが妥当でない場合とは 

警察比例の原則（行政法学上の警察権の発動について、その手段・態様は除去されるべき障害の大きさ

に比例しなければならず、選択可能な措置の内、必要最小限度にとどまらなくてはならないとする原則）

に反した妥当性のない命令をいう。 

 

 

命令の意義 

消防法上の命令は、行政庁としての市町村長、消防長又は消防署長などの命令権者が、消防法上の命令

規定に基づき、公権力の行使として、特定の者（主として関係者）に対し、具体的な火災危険の排除や消

防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示であり、通常、罰則の裏付けによって、間接的にその

履行を強制している。 

 

 

 

 

 

 

 

命令要件一覧 

 
 

命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第３条第１項 

屋外の火災予防措置命

令 

（消防長・消防署長・消

防吏員） 

屋
外
に
お
い
て 

火災の予防に危険であると認める 行為 行為者 30万円以下の罰

金・拘留 

（第 44条第１号） 

両罰：本条の罰金 

（第 45条第３号） 

消火、避難その他の消防の活動に支障に

なると認める 

物件 所有者、管理者、占有

者で権原を有する者 

第４条第１項 

資料提出命令報告徴収 

（消防長・消防署長） 

火災予防のために必要があるとき 

関係者 30 万円以下の罰

金・拘留（第 44 条

第２号） 

Miho-H
長方形
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命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第５条第１項 

防火対象物に対する措

置命令 

（改修・移転・除去等） 

（消防長・消防署長） 

防火対

象物の

位置、構

造、設備

又は管

理の状

況につ

いて 

火災の予防に危険であると認める場合 

(a) 

権原を有する関係者 

（特に緊急の必要が

あると認める場合に

おいては、関係者及び

工事の請負人又は現

場管理者） 

２年以下の懲役・

200万円以下の罰

金（第 39条の３の

２第１項） 

 

両罰：１億円以下の

罰金（第 45条第１

号） 

消火、避難その他の消防の活動に支障になると

認める場合 

(b) 

火災が発生したならば人命に危険であると認め

る場合 

(c) 

その他火災の予防上必要があると認める場合 

第５条の２第１項 

防火対象物に対する措

置命令 

（使用禁止・停止・制限

等） 

（消防長・消防署長） 

第
１
号 

第５条第１項、

第５条の３第

１項、第８条第

３項若しくは

第４項、第８条

の２第５項若

しくは第６項、

第８条の２の

５第３項又は

第 17条の４第

１項若しくは

第２項の規定

により必要な

措置が命ぜら

れたにもかか

わらず 

措置が履行されず 

引き続

き

(a)・

(b)・

(c)で

ある場

合 

権限を有する関係者 ３年以下の懲役・

300万円以下の罰

金（第 39条の２の

２第１項） 

 

両罰：１億円以下の

罰金（第 45条第１

号） 

  

措置が履行されても十

分でなく 

履行期限が付されてい

る場合は、当該期限ま

でに完了する見込みが

なく 

第
２
号 

５条第１項、第５条の３第１項、第８条第３項

若しくは第４項、第８条の２第５項若しくは第

６項、第８条の２の５第３項又は第 17条の４第

１項若しくは第２項の規定による命令によって

は、火災の予防の危険、消火、避難その他の消

防の活動の支障又は火災が発生した場合におけ

る人命の危険を除去することができないと認め

る場合 
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命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第５条の３第１項 

防火対象物に対する措

置命令 

（消防長・消防署長・消

防吏員） 

 

 

 

防火対

象物に

おいて 

 

 

 

火災の予防に危険であると認める 行為 行為者 １年以下の懲役・

100万円以下の罰

金（第 41条第 1項

第１号） 

両罰：本条の罰金

（第 45条第３号） 

物件 物件の所有者、管理

者、占有者で権原を有

する者（特に緊急の必

要があると認める場

合においては、当該物

件の所有者、管理者、

占有者又は当該防火

対象物の関係者） 

消火、避難その他の消防の活動に支障

になると認める 

第８条第３項 

防火管理者選任命令 

（消防長・消防署長） 

①防火管理者を選任すべき防火対象物であること。 

②防火管理者が定められていないこと。 

防火対象物の管理に

ついて権原を有する

者 

６月以下の懲役・50

万円以下の罰金（第

42条第１項第１

号） 

両罰：本条の罰金

（第 45条第３号） 

第８条第４項 

防火管理業務適正執行

命令 

（消防長・消防署長） 

①防火管理者を選任すべき防火対象物であること。 

②防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務（法第８

条第１項の業務）が、法令の規定又は消防計画に従っ

て行われていないこと。 

防火対象物の管理に

ついて権原を有する

者 

１年以下の懲役・

100万円以下の罰

金（第 41条第１項

第 2号） 

両罰：本条の罰金

（第 45条第 3号） 

第８条の２第５項 

統括防火管理者選任命

令 

（消防長・消防署長） 

①統括防火管理者を選任すべき防火対象物であること。 

②統括防火管理者が定められていないこと。 

 

防火対象物の管理に

ついて権原を有する

者 

なし 

第８条の２第６項 

統括防火管理業務適正

執行命令 

（消防長・消防署長） 

①統括防火管理者を選任すべき防火対象物であること。 

②統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務（法

第８条の２第１項の業務）が、法令の規定又は全体に

ついての消防計画に従って行われていないこと。 

防火対象物の管理に

ついて権原を有する

者 

なし 

第８条の２の２第４項 

防火対象物点検の表示

に係る虚偽表示除去・消

印命令 

（消防長・消防署長） 

①防火対象物点検報告義務対象物であること。 

②防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基

準に適合していると認められていないにもかかわら

ず、第８条の２の２第２項の表示がされている、あ

るいは、当該表示と紛らわしい表示がされているこ

と。 

 

防火対象物の関係者

で権原を有する者 

30万円以下の罰

金・拘留（第 44条

第 17号） 
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命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第８条の２の３第８項

において準用する第８

条の２の２第４項 

 

防火対象物点検の特例

認定の表示に係る虚偽

表示除去・消印命令 

（消防長・消防署長） 

①防火対象物点検報告義務対象物であること。 

②防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかか

わらず、第８条の２の３第７項の表示がされている、

あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされている

こと。 

 

 

防火対象物の関係者

で権原を有する者 

30万円以下の罰

金・拘留 

（第 44条第 17号） 

第８条の２の５第３

項 

 

自衛消防組織設置命令 

（消防長・消防署長） 

①自衛消防組織を置くべき防火対象物であること。 

②前①の自衛消防組織が置かれていないこと。 

 

防火対象物の管理

について権原を有

する者 

なし 

第 17条の４第１項又は

第２項 

 

消防用設備等又は特殊

消防用設備等の設置維

持命令 

（消防長・消防署長） 

①学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、

飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火

対象物で政令で定めるものであること。 

②前①の防火対象物の関係者が、政令第３節の設置及び

維持の技術上の基準若しくは法第 17条第２項に基づ

く条例で定める技術上の基準又は第 17条第３項に規

定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計

画に従って、消防用設備等又は特殊消防用設備等を

設置し、又は維持していないこと。 

防火対象物の関係者

で権原を有する者 

・設置命令違反１年

以下の懲役・100

万円以下の罰金

（第 41条第１

項第５号）両

罰：3,000万円

以下の罰金（第

45条第 2号） 

・維持命令違反 30

万円以下の罰金 

・拘留 

（第 44条第 12号） 

両罰：本条の罰金

（第 45条第 3

号） 
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命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条第

３項 

 

防災管理者選任命令 

（消防長・消防署長） 

①防災管理者を選任すべき建築物その他の工作物であ

ること。 

②防災管理者が定められていないこと。 

 

 

防災管理対象物の

管理について権原

を有する者 

6月以下の懲役・ 

50 万円以下の罰

金 

（第 42条第 1項

第 1号） 

両罰：本条の罰

金（第 45 条第 3

号） 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条第

４項 

 

防災管理業務適正執

行命令 

（消防長・消防署長） 

①防災管理者を選任すべき建築物その他の工作物であ

ること。 

②防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務（第 36

条において準用する第８条第１項の業務）が、法令

の規定又は防災管理に係る消防計画に従って行われ

ていないこと。 

 

 

防災管理対象物の

管理について権原

を有する者 

１年以下の懲

役・100万円以下

の罰金（第 41条

第 1項第 2号） 

両罰：本条の罰

金（第 45 条第 3

号） 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条の

２第５項 

 

統括防災管理者選任

命令 

（消防長・消防署長） 

①統括防災管理者を選任すべき建築物その他の工作物

であること。 

②統括防災管理者が定められていないこと。 

 

 

防災管理対象物の

管理について権原

を有する者 

なし 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条の

２第６項 

 

統括防災管理業務適

正執行命令 

（消防長・消防署長） 

①統括防災管理者を選任すべき建築物その他の工作物

であること。 

②防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務（第 36

条において準用する第８条の２第１項の業務）が、法

令の規定又は防災管理に係る全体についての消防計画

に従って行われていないこと。 

 

 

防災管理対象物の

管理について権原

を有する者 

なし 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条の

２の２第４項 

 

防災管理点検の表示

に係る虚偽表示除

去・消印命令 

（消防長・消防署長） 

①防災管理点検報告義務対象物であること。 

 

②防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準

に適合していると認められていないにもかかわら

ず、第 36条第１項において準用する第８条の２の２

第２項の表示がされている、あるいは、当該表示と

紛らわしい表示がされていること。 

防災管理対象物の

関係者で権原を有

する者 

30 万円以下の罰

金・拘留 

（第 44 条第 17

号） 



解説等 

 

命令書の交付 

・消防法上の命令は、要式行為ではないから、法的には口頭（口頭命令）であろうと文書（文書命令）で

あろうと、その形式は問わない。しかし、実務上は、命令内容を受命者に明確に示すことによって、後

日、命令の存否や内容等について無用なトラブルを避けるためにも、また、命令違反を告発する場合の

挙証資料とするためにも、緊急やむを得ない場合以外は、文書命令の形をとるべきである。 

・口頭命令を行った場合は、後日、同命令と同一日付及び同一内容の命令書を交付しておくものとする。

口頭命令が有効に成立している以上、あらためて命令書を交付することは、法律上必要とされている

わけではないが、命令発動の事実や命令違反の事実などの挙証手段として実務上要請されるものであ

る。 

命令条文 

（命令の主体） 
命令要件 名あて人 

命令違反に対する

罰則 

第 36 条第１項におい

て準用する第８条の

２の３第８項におい

て準用する第８条の

２の２第４項 

 

防災管理点検の特例

認定の表示に係る虚

偽表示除去・消印命令 

（消防長・消防署長） 

①防災管理点検報告義務対象物であること。 

②防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわ

らず、第 36条第 1項において準用する第 8条の 2の

3第 7項の表示がされている、あるいは、当該表示と

紛らわしい表示が付されていること。 

 

 

防災管理対象物の

関係者で権原を有

する者 

30 万円以下の罰

金・拘留（第 44

条第 17号） 

第 36 条第５項におい

て準用する第８条の

２の２第４項 

 

防火対象物点検及び

防災管理点検の表示

に係る虚偽表示除

去・消印命令 

（消防長・消防署長） 

①防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対

象物であること。 

②防火対象物点検及び防災管理点検のうち、いずれか

一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わ

らず、第３６条第３項の表示が付されている、ある

いは、当該表示と紛らわしい表示が付されているこ

と。 

 

 

防火対象物（防災管

理対象物）の関係者

で権原を有する者 

30 万円以下の罰

金・拘留（第 44

条第 17号） 

第 36 条第５項におい

て準用する第８条の

２の２第４項 

 

防火対象物点検の特

例認定及び防災管理

点検の特例認定の表

示に係る虚偽表示除

去・消印命令 

（消防長・消防署長） 

①防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対

象物であること。 

②防火対象物点検の特例認定又は防災管理点検の特例

認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けて

いないにも関わらず、第 36条第 4項の表示が付され

ている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付

されていること。 

 

 

防火対象物（防災管

理対象物）の関係者

で権原を有する者 

30 万円以下の罰

金・拘留（第 44

条第 17号） 

Miho-H
長方形
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